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担当者会議、出席させて頂いております！

藤和マッサージでは、サービス担当者会議に積極的に出席させ
て頂いております。

基本的には営業相談担当者が出席させていただきますが、スケ
ジュールによっては施術担当者も出席いたします

ご利用者様・ご家族様のお役に立てるよう、普段の施術の様子や
日常生活の注意点やアドバイスなどをお話させて頂きます。

サービス担当者会議について当院へお知らせ頂けましたら、参加
し積極的に連携を図りたいと考えておりますので、よろしくお願
い致します。

どんな事でも思いやりを持って対応します！

・普段会えないご家族様とお会いできて、普段の施術の様子を直接伝え
る事ができ、ご家族も安心して頂けた事。
・ご家族様が普段施術スタッフに直接言いづらい要望などを営業担当者
を通して伝えることができた
・普段の日常生活でやった方が良い推奨する運動方法のコツをご家族様
に伝えることができた
・特定疾患やマル障などの医療費助成制度について、ご利用者ご家族様
は正しく理解できていなかったが、直接説明できて理解して頂けた
・受けられるはずの医療費の助成制度を知らずにいた事が発覚して、やり
方をお伝えして還付申請することができた

☆☆☆☆ 出席させて頂き良かった事 ☆☆☆☆

特定疾患やマル
障について知れ
てよかったです。
（ご家族談）



技術研修会を開催 生姜灸・にんにく灸

１０月２７日火曜、相模原院にて技術研修会を
開催しました。今回のテーマは『営業員向け
鍼灸講座』と『実技・隔物灸～生姜灸とにんに
く灸～』で研修を行いました。『鍼灸講座』で
はWHO（世界保健機関）が多くの疾患を鍼灸
の有効な疾患として認定いることや、鍼灸
施術の禁忌などを学びました。『実技編』で
は実際にお灸を体験しました。今回はお灸の
艾と皮膚の間に生姜やにんにくを挟んで

共通の評価表作成に向けて 町田市訪問マッサージ連絡会

10月より、当院スタッフは訪問の際にイエローパーカーを着用しております。
施設の職員さんに藤和マッサージと認識して頂き、ご要望やご意見等ありま
したらぜひ施術スタッフに声をおかけください。また施術スタッフからも積極
的にコミュニケーションをとらせて頂きたいと思っております。

秋冬期間 イエローパーカー着用します

ご意見ご要望お聞かせください！！

行う隔物灸というお灸をみんなで体験し合いました。艾の量やひねりの硬さ・生姜
にんにくの分厚さで熱さを調整してお互い受け合いました。目の上や頭のてっぺん
にお灸を行ったりもして、ぽかぽか元気になりました。なかなか普段、鍼灸施術の現
場を生で見る機会がない営業員にはとても勉強になりました。煙がほとんど出な
い、無煙灸もありますので、施設等で施灸することができます！ぜひ皆様もお灸を
体験してみてはいかがでしょうか！これからの寒い時期には効果大です！ 頭の上にある百会にお灸

手や目や足にお灸

10月29日町田市訪問マッサージ連絡会の会議が開催されました。今回の議
題は、連絡会会員の共通の評価表フォーマット作成に向けての話し合いであ
り、作成するにあたって会員の意見を出し合うことでした。6月に行われた
意見交換会で、ケアマネージャーさんや病院関係者から出た意見のひとつ
にこの共通の評価表がありました。まずは、たたき台として作成して頂いた
仮評価表についての説明を受け、議論を交わし、各治療院が現在どのよう
なものを使っているか持ち寄ることとなりました。多職種連携を図るために
ぜひいいものを作り上げたいと思っております。

業務改善の一環としてご意見ご要望などをお聞かせ頂けました
ら大変ありがたいです！施術に関して、なんでもお気軽にご意
見ご要望等をお聞かせください！



◎医療・介護関連ニュース◎

無料体験マッサージ、いつでもお気軽にどうぞ

【医療保険適応 訪問マッサージ・はりきゅう】発行元

医療事故調制度が発足、ルール曖昧で戸惑いの声も
（ 2015年10月1日読売新聞）
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介護保険料の地域格差是正へ…厚労省が方針転換
（2015年10月23日 産経新聞）

厚生労働省は、地域間で大きな差が生じている介護保険料の是正に乗り出す。従来、住民の理解を前提に、
保険料の地域差を認めてきたが、年間１０兆円に及ぶ介護費用の伸びの抑制や、地域差による不公平感を解
消するため方針を転換する。保険料を押し上げる要素を全国比較できるオンラインシステムを構築し、保険料
が高い自治体で過剰なサービスがないかを分析し、見直しを促す。来年早々の同省の社会保障審議会で検討
する。介護保険料は、高齢化率や必要なサービス量などを基に各市町村が決め、３年ごとに改定する。２０１５
年度は全国平均で月５５１４円で、最高の８６８６円（奈良県天川村）と、最低の２８００円（鹿児島県三島村）の
間で、差は最大３・１倍に達している。

すべての病院や診療所などに医療死亡事故の報告を義務付ける医療事故調査制度が１日、スタートした。
事故が発生したら、医療機関は第三者機関に届け出た上で自ら調査しなければならない。事故情報を広く集
めて再発防止を図るのが目的だが、ルールが曖昧で体制整備も進んでいない。医療機関、患者の双方から戸
惑いの声も上がる。「事故かどうかの見極めは難しく、トラブルにならなければいいが……」
東京都内の診療所でがん患者らの治療を行っている７０歳代の医師は困惑する。新制度は国内の全医療機
関（約１８万か所）が対象。患者が死亡した場合、「医療事故」かどうかを医療機関が自ら判断し、事故と判断し
たら、第三者機関の「日本医療安全調査機構」に届け出た上で院内調査をスタートさせる。しかし事故の定義
は「予期しなかった死亡・死産」と曖昧。この医師は、「がん患者は容体が突然変わることもあり、『予期』の判
断に迷うだろう」と語る。 事故を起こした医療機関が自ら調査主体となる点も課題が多い。診療所などは専門
医が足りず、大学病院などから外部委員を派遣してもらわなければならない。各地の医師会がサポートするが、
岩手県医師会の担当者は、「細かいルールはまだ決まっていない。スムーズに対応できるかどうか」と不安を
口にした。
患者の遺族は調査結果に対し、再調査を求めることができるとはいえ、そもそも医療機関が事故と判断しな
ければ調査は行われない。妻を医療事故で亡くした永井裕之さん（７４）は「遺族から見て不審な点があっても
調査自体が行われなければ、公平な制度とはいえない」と語り、今後、遺族の相談窓口を設けるよう国に求め
ていくという。

補助人工心臓で生活、年１１０４万円かかる人工透析は６８８万円
（2015年10月19日読売新聞）

重症の心臓病の患者に対し、補助人工心臓を使って救命治療を行い、１年間日常的な生活を送るのに必要な
医療費を大阪大の田倉智之教授（医療経済学）のグループが試算した。１人当たり１１０４万円だった。腎臓病
への人工透析は同６８８万円で、それよりは高いが、研究グループでは、心臓移植を受けられず、他に治療法
がない患者に適応拡大しても公費支出が許容できる金額としている。ポンプ機能が衰えた心臓を助ける補助人
工心臓は、自宅で生活ができる小型の植え込み型の使用が心臓移植の待機患者のみに保険で認められてい
る。現在、移植の対象外となっている６５歳以上の患者などへの適応拡大を目指した臨床試験（治験）が来年に
も行われる見込み。 研究グループは、補助人工心臓を使った３７人と人工透析を受けた２９人のデータを分析。
治療によって１年間健康に暮らせる指標（ＱＡＬＹ＝クオリー）の計算式を使い、必要な１年間の医療費を算出し
た。 現在、人工透析患者数は約３０万人、補助人工心臓の患者数は約２００人。医療費の大部分は保険など
公費でまかなわれている。補助人工心臓の適応拡大が認められれば、患者は毎年数百人ずつ増えるとみられ
る。


